
 

地下水調査の結果について 

（平成 26 年 10 月） 

 

平成 26 年 10 月に行った地下水調査の結果、観測井戸 No.1 において、地下水

の水質汚濁に係る環境基準値を超える総水銀が検出されました。その他の項目

及びその他の観測井戸については、すべて環境基準値を満足していました。 

生活環境への影響については、周辺下流域は上水道が完備されており、地下水

の飲用は確認されていないことから、生活環境への影響はないと考えています。 

 

 

単位：㎎/ℓ

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
No.１

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
No.２

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
No.３

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
No.４

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
No.１－２

10/23 10/23 10/23 10/23 10/23

8.2 7.6 7.5 7.7 7.9 ― ―

0.7 1.6
不検出

(0.5未満)
1.1 12 0.5 ―

44 27 48 15 16 0.5 ―

不検出
(0.005未満)

不検出
(0.005未満)

不検出
(0.005未満)

不検出
(0.005未満)

不検出
(0.005未満)

0.005  0.01以下

不検出
(0.005未満)

不検出
(0.005未満)

不検出
(0.005未満)

不検出
(0.005未満)

不検出
(0.005未満)

0.005  0.01以下

0.0007
不検出

(0.0005未満)
不検出

(0.0005未満)
不検出

(0.0005未満)
不検出

(0.0005未満)
0.0005  0.0005以下

不検出
(0.0005未満)

― ― ― ― 0.0005
検出されない

こと

不検出
(0.08未満)

不検出
(0.08未満)

不検出
(0.08未満)

不検出
(0.08未満)

不検出
(0.08未満)

0.08  0.8以下

不検出
(0.1未満)

不検出
(0.1未満)

不検出
(0.1未満)

不検出
(0.1未満)

不検出
(0.1未満)

0.1  1以下

(注)・赤字は基準値超過を示します。

・不検出とは、定量下限を下回っていることを示します。

・総水銀が基準値を超過した場合は、アルキル水銀の分析を行っています。

・分析は、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂第２版)」の「Appendix-7地下水の採水方法」に従

い採水した試料を用いて分析した。

        試　料
　     (採水日)

定量下限値 基準値

　項　目

　ｐＨ　

　ＳＳ

　塩化物イオン

　鉛

新ごみ処理施設建設工事に係る地下水調査の結果

　ひ素

　総水銀

　アルキル水銀

　ふっ素

　ほう素


